


 

 

「ガラス発泡リサイクル資材」は主に地盤材料や、造園・緑化材料に用いられるため、用途別に

必要とされる密度や吸水率、硬さなどの品質基準、また、それらの測定方法を規定しました。 

 

３．期待される効果 

規格化により、これまで製造者と購入者の間で都度確認をしてきた製品の品質やその評価方法が

統一され、効率的な取引の拡大に繋がることが期待されます。また同製品の普及が促されることに

よって、持続可能な循環型社会の構築が一層進むことが期待されます。 

 

※日本産業標準調査会（JISC）のHP（https://www.jisc.go.jp/）から、 

「Z7313」でJIS検索すると本文を閲覧できます。 
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